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情報公開・個人情報保護審査会第１部会開催記録 

 

１ 日時  令和３年６月２５日（金）１３：１０～１８：００ 

２ 場所  情報公開・個人情報保護審査会第３会議室 

３ 出席委員 小泉博嗣部会長，池田陽子委員（Ｗｅｂ会議システムによる出席），

木村琢麿委員（Ｗｅｂ会議システムによる出席） 

４ 議事の項目等 

（１） 事件名：令和３年（行情）諮問第２３８号「ＩＡＭＤに係る調査研究の最 

    終報告等の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：防衛大臣 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

（２）事件名：令和３年（行情）諮問第２４１号「一般職高卒試験（特定日再実施

分）問題集の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：人事院総裁 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

（３）事件名：令和２年（行情）諮問第４３７号「特定日付けの答申書に係る起

案・決裁書類等の一部開示決定に関する件（文書の特定）」 

諮問庁：総務大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（４）事件名：令和２年（行情）諮問第５１１号「特定日付けの裁決書に係る起

案・決裁書類等の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：国税庁長官 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（５）事件名：令和２年（独個）諮問第４４号「本人に係る「特定被相続人を被保

険者とする保険契約申込書」等の不開示決定（不存在）に関する

件」 

諮問庁：郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（６）事件名：令和２年（行個）諮問第１６５号「電算処理システムを介して記録

された本人に係る犯歴票の不開示決定（適用除外）に関する件」 

諮問庁：検事総長 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 
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（７）事件名：令和２年（行情）諮問第６６３号「特定日に発生した特定職員の事

故に関する文書の不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

諮問庁：防衛大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（８）事件名：令和２年（行情）諮問第４３１号「特定日付け「ブラジル人に対す

る在留資格変更許可状況等に関する外務省あて回答案について（高

裁案）」等の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：出入国在留管理庁長官 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（９）事件名：令和２年（行情）諮問第６９３号「特定刑事施設被収容者に対する

懲罰手続に至るまでの反則調査に係る実施細則について定められた

達示・指示等の不開示決定に関する件」 

諮問庁：法務大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（１０）事件名：令和２年（行情）諮問第２７６号「「宇都宮法務総合庁舎の使

用・保全に関する説明書」の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：検事総長 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（１１）事件名：令和２年（行個）諮問第１８４号「特定期間に係る特定団体に対

する立入検査関係文書における本人の氏名の記載がある文書等の

不開示決定に関する件」 

諮問庁：公安調査庁長官 

調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

 

（１２）事件名：令和３年（行個）諮問第２号「特定期間に特定団体が団体規制法

に基づき提出した報告文書における本人の氏名の記載がある文書

の不開示決定に関する件」 

諮問庁：公安調査庁長官 

調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

 

（１３）事件名：令和２年（行情）諮問第５２５号「特定検察官が辞職した結果，

業務の継続的遂行に生じる障害について分析した文書等の不開示

決定に関する件」 
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諮問庁：検事総長 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

（１４）事件名：令和２年（行情）諮問第６９８号「「実弾射撃訓練の移転に関す

る特別作業班の勧告について（仮訳）」の一部開示決定に関する

件」 

諮問庁：防衛大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

 

（１５）事件名：令和２年（行情）諮問第７１０号「電磁波の生体効果を用いた武

器に関する文書の不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

諮問庁：防衛装備庁長官 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

（１６）事件名：令和３年（行個）諮問第６１号「特定日時に撮影された本人の画

像で調べた内容が分かる文書の不開示決定（不存在）に関する

件」 

諮問庁：防衛大臣 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

（１７）事件名：令和３年（行情）諮問第３８号「特定個人に係る特定の事案に関

する文書の不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

諮問庁：法務大臣 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

〔文責：総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局〕 

 

 

 


